


　
四
月
二
十
七
日
、行
政
相
談
委
員
を
三
期
六
年
間
勤
め
上
げ
た
多
和
田
眞
榮
さ
ん
に
、當
山
宏

町
長
立
会
い
の
も
と
、総
務
省
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
よ
り
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　
行
政
相
談
委
員
と
は
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
有
識
者
で
、
国
民
の
民
様
か
ら
行

政
に
関
す
る
苦
情
や
仕
組
み
、
手
続
き
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
な
ど
の
相
談
を
受
け
、
そ
の
解

決
の
た
め
の
助
言
や
関
係
行
政
機
関
へ
対
す
る
通
知
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
多
和
田
さ
ん
は「
任
期
中
は
様
々
な
相
談
を
受
け
、自
分
自
身
も
成

長
で
き
た
。ま
た
町
民
を
は
じ
め
、多
く
の
関
係
機
関
の
協
力
の
も
と

務
め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
か
ら
は
町
民
と
し
て
町
制
に
か

か
わ
り
を
持
っ
て
い
き
た
い
。こ
れ
ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。」と
述
べ
ま
し
た
。

　
當
山
町
長
も「
地
域
の
た
め
、
行
政
業
務
向
上
の
た
め
に
頑
張
っ
て

こ
ら
れ
た
多
和
田
さ
ん
に
心
よ
り
感
謝
し
て
い
る
。今
ま
で
の
経
験

を
活
か
し
、
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
、
町
行
政
、
国
の
行
政
の
た
め
に

町
民
と
の
懸
け
橋
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
感
謝
の
意
を
述
べ

ま
し
た
。 行

政
相
談
員
総
務
大
臣
感
謝
状
贈
呈
式

 
 
 
 
 
 
 

－

総
務
省
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所

－

　
四
月
十
一
日
、
町
商
工
会
に
お
い
て
、
野
國
總
管
商
品
券
（
春
・

夏
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
の
販
売
開
始
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
も
一
○
％
プ
レ
ミ
ア
が
付
い
て
お
り
、
一
万
円
で
一
万
千

円
の
商
品
券
が
購
入
で
き
、
一
人
上
限
五
万
円
ま
で
購
入
い
た
だ

け
ま
す
。
ま
た
今
回
は
新
た
な
試
み
と
し
て
五
百
円
券
の
み
で
の

販
売
と
な
り
ま
す
。

　
商
品
券
の
取
扱
い
は
、
町
内
二
百
三
十
七
店
舗
で
、
九
月
末
日

ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

　
佐
久
本
嗣
孝
副
会
長
も
「
年
々
商
品
券
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て

い
る
。
是
非
地
元
の
魅
力
あ
る
店
舗
へ
足
を
運
び
、
活
用
い
た
だ

き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

野
國
總
管
商
品
券
販
売  

－

春
・
夏
バ
ー
ジ
ョ
ン

－

　
四
月
十
九
日
、
沖
縄
ハ
ワ
イ
協
会
の
事
務
局
三
名
が
町
役

場
を
訪
れ
、
當
山
宏
町
長
か
ら
ハ
ワ
イ
沖
縄
プ
ラ
ザ
建
設
に

係
る
寄
付
金
一
○
○
万
円
の
目
録
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
役
場
内
で
開
か
れ
た
贈
呈
式
で
當
山
町
長
は
「
ハ
ワ
イ
連

合
会
の
新
た
な
活
動
拠
点
と
な
る
プ
ラ
ザ
の
１
日
も
早
い
完

成
を
祈
っ
て
い
ま
す
。」
と
述
べ
、
今
後
さ
ら
に
交
流
が
盛
ん

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
し
た
。

　
目
録
を
受
け
取
っ
た
高
山
朝
光
会
長
は
「
嘉
手
納
町
と
は

交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
ハ
ワ
イ
へ
の
想
い
を
強
く
感
じ
る
。

ま
た
そ
の
お
気
持
ち
に
感
謝
し
て
い
る
。
今
後
引
続
き
絆
を

深
め
て
い
き
た
い
。」
と
謝
意
を
述
べ
ま
し
た
。

ハ
ワ
イ
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
へ
１
０
０
万
円
の
寄
付

 

－

ハ
ワ
イ
沖
縄
プ
ラ
ザ
建
設
に
向
け
て

－

　
四
月
二
十
七
日
、
當
山
宏
町
長
よ
り
コ
ザ
県
税
事
務
所
職
員

の
儀
部
剛
一
氏
、
島
袋
直
俊
氏
、
喜
友
名
温
氏
に
併
任
の
辞
令

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
取
り
組
み
は
、
町
県
民
税
等
の
収
納
率
の
向
上
を
目
的

に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
県
職
員
が
町
職
員
の
身
分
を
併
せ
て
有

し
、
町
の
徴
税
吏
員
と
し
て
、
徴
収
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
交
付
式
で
當
山
町
長
は
、「
徴
収
率
向
上
に
ご
協
力
い
た
だ

き
感
謝
し
て
い
る
。　
ま
た
県
税
職
員
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る

こ
と
で
町
職
員
の
意
識
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。引
き
続
き
今

後
も
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
。」と
挨
拶
を
述
べ
ま
し
た
。

　
併
任
期
間
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。

県
税
務
職
員
併
任
辞
令
交
付
式

－

収
納
率
と
事
務
技
術
の
向
上

－
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　四
月
三
十
日
、
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
二

十
三
回
比
謝
川
鯉
の
ぼ
り
フ
ェ
ス
タ
（
同
実
行
委
員
会
主

催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　掲
揚
式
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
、光
の
子
幼
児
学
園
の
子

供
た
ち
に
よ
る
和
太
鼓
演
奏
が
披
露
さ
れ
、各
区
子
ど
も
会

代
表
に
よ
る
開
会
宣
言
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
子
供
た
ち
の
ダ
ン
ス
や

K
P
A
S
ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー
、大
道
芸
人
に
よ
る

バ
ル
ー
ン
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
が
披
露
さ
れ
、大
い
に
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。

　テ
ナ
ン
ト
ブ
ー
ス
で
は
、グ
ル
メ
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
ハ
ン

バ
ー
ガ
ー
や
コ
ー
ヒ
ー
、マ
フ
ィ
ン
な
ど
町
内
の
専
門
店
も

出
店
し
、買
い
求
め
る
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　体
験
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
遊
覧
船
や
琉
球
松
の
積
み
木
、
ミ

ニ
動
物
園
な
ど
様
々
な
ブ
ー
ス
が
用
意
さ
れ
、多
く
の
子
供

た
ち
が
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
ま
し
た
。ま
た
比
謝
川
上
空

で
は
、
色
と
り
ど
り
の
鯉
の
ぼ
り
が
優
雅
に
泳
い
で
お
り
、

見
る
人
を
笑
顔
に
し
て
い
ま
し
た
。

　四
月
二
十
五
日
、町
役
場
前

駐
車
場
に
お
い
て
、光
の
子
幼

児
学
園
の
園
児
四
十
四
名
に

よ
る
鯉
の
ぼ
り
掲
揚
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　當
山
宏
町
長
は「
〝
子
供
の

日
〞
は
子
供
た
ち
が
幸
せ
に
、

そ
し
て
元
気
に
育
つ
よ
う
に

設
け
ら
れ
た
日
。是
非
み
ん
な

が
先
生
方
、ご
両
親
の
話
を
聞

い
て
、素
直
で
元
気
な
子
に
育

つ
よ
う
願
い
を
か
け
、天
高
く

鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ
た
い
。」
と

笑
顔
で
述
べ
、子
供
た
ち
と
一

緒
に
鯉
の
ぼ
り
を
掲
揚
し
ま

し
た
。

　園
児
た
ち
は
、風
を
受
け
て

泳
ぐ
鯉
の
ぼ
り
の
下
で
、元
気

に
「
こ
い
の
ぼ
り
」
の
歌
を
う

た
い
、曲
に
合
わ
せ
て
ダ
ン
ス

を
披
露
し
ま
し
た
。

　四
月
二
十
八
日
、
八
店
市
（
大
通
り
八
店
会
主
催
）

に
お
い
て
、
た
い
よ
う
学
童
と
嘉
手
納
学
童
ク
ラ
ブ
、

わ
く
わ
く
ク
ラ
ブ
あ
す
な
ろ
の
子
供
た
ち
六
十
八
名
に

よ
る
鯉
の
ぼ
り
掲
揚
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　み
ん
な
で
息
を
合
わ
せ
ロ
ー
プ
を
引
く
と
、
八
店
市

会
場
は
大
き
な
鯉
の
ぼ
り
で
彩
ら
れ
ま
し
た
。

　掲
揚
式
の
あ
と
は
、

子
供
た
ち
に
よ
る
歌

と
ダ
ン
ス
が
披
露
さ

れ
、
会
場
を
盛
り
上

げ
ま
し
た
。
大
小
様
々

な
鯉
の
ぼ
り
が
泳
ぐ

中
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る

賑
や
か
な
ひ
と
と
き

と
な
り
ま
し
た
。

鯉のぼり掲揚の様子

第二保育園の子供たち

第三保育園の子供たち

ミニ動物園

ロープを引く子供たち 光の子幼児学園の園児たち 役場前駐車場のこいのぼり

KPAS ストリートダンスショーバルーンパフォーマンス

總管太鼓 琉球松の積み木

－町役場前駐車場－－大通り八店会－

と
う  

や
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し

比
謝
川
鯉
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フ
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－

子
供
た
ち
の
笑
顔
溢
れ
る
会
場

－
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嘉手納基地由来の大気汚染物質調査結果の概要
北海道大学工学院　大気環境保全工学研究室

1.　調査目的
　嘉手納町においては、嘉手納飛行場内の航空機
から排出された大気汚染物質が原因と推測される
悪臭苦情が多発している。本調査では、複数の大
気汚染指標の長期連続測定結果に基づいて、悪臭
汚染源位置の推定を試みた。
2.　調査方法
　沖縄県嘉手納町米軍基地に隣接するニライ消防
署屋上において、粒子個数、黒色粒子量（吸収係数）、
臭気レベル（相対値）、オゾン濃度等の連続測定を
行なった。また、風向・風速の気象データは、消
防署屋上での計測値の提供を受けた。測定期間は
2015 年 9 月 16 日から 2017 年 3 月 1 日までの
約 18 ヶ月である。
3.　結果と考察
　測定地点近傍の海軍駐機場が測定期間中（2017
年 1 月）に滑走路南東側に移転した。図 1 は臭気
レベルついて、移転前後の計測値の分布を箱ひげ
図を用いて各風向別に比較した結果である。
　北東から東南東の風向において、移転前に観測
されていた高レベルの測定頻度が、移転後は明ら
かに減少している。ニライ消防署屋上で計測され
ていた悪臭物質の発生源は、海軍駐機場東側にあっ
たと推測される。また、北西～北の風向と比較して、
南東～西北西の風向では移転前後を通じて中央値
が高くなっている。強風時に高レベルの値が得ら
れる傾向があり、ニライ消防署から南東～西北西
の方向において、消防署から離れた地点に悪臭発
生源があると推測された。
　図 2 は、海軍駐機場の移転前も含め、測定結果
から推測された悪臭の発生地点を地図上に示した

図 1　海軍駐機場移転前後の臭気レベル測定値分布の風向別比較

図 2　悪臭発生源の推定位置（Google Map に加筆）

嘉手納町にお住まいの方へ住宅防音工事等に関するお知らせ
沖縄防衛局では、次の条件を満たす住宅に対して住宅
防音工事の助成を行っています。

【住宅防音工事】
対　象：平成２０年３月１０日までに建設された住宅
補助率：１００％

【防音建具：機能復旧工事】
対　象：住宅防音工事の完了から１０年が経過した住

宅で、その機能の全部または一部を保持し
ていないアルミサッシ（防音建具）の取替

補助率：１００％
【空気調和機器：機能復旧工事】
対　象：住宅防音工事の完了から１０年が経過した住

宅で、その機能の全部または一部を保持して
いないエアコン等（空気調和機器）の取替

補助率：９０％
※生活保護法に規定する被保護者等について
は補助率１００％

沖縄防衛局　企画部　住宅防音課
郵 便 番 号：〒 904-0295
住 　 所：中頭郡嘉手納町字嘉手納 290-9
電 話 番 号：098-921-8150( 直通 )

　工事をご希望される方は、沖縄防衛局ホームページ
または町役場に備え置いております「住宅防音工事希
望届」を記入のうえ、沖縄防衛局へ提出して下さい。
　また、沖縄防衛局においては、住宅防音工事を行っ
た住宅にお住まいの方のうち、生活保護法に規定する
被保護者等に対し、エアコン等の電気代の補助（年間
最大で２０,６５２円）を行っています。

　詳しくは沖縄防衛局までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

結果である。黄色の枠で示した範囲に悪臭発生地
点があると推測される。
　なお、黒色粒子量（吸収係数）についても同様
な傾向が得られており、悪臭物質は航空機エンジ
ンから発生していると考えられる。
　本調査では、測定地点が 1 箇所であったため、
海軍駐機場以外の悪臭発生源位置については、大
まかな範囲の推定に留まった。住宅地に近い空軍
大型機駐機場内にも悪臭発生源があると推定され、
発生源位置（駐機位置）の特定が急務である。
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沖縄からうた開き！

会場：嘉手納町兼久海浜公園
開場 １４:００（予定）　開演 １５:３０（予定）※雨天決行・荒天中止
金額　大人：3,000 円（税込）　中学高校生：1,000 円（税込）

【主催】うたの日実行委員会　http://www.utanohi.jp/　℡：098-898-1331

２０１７

6/24（土）

BEGIN の皆さん
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嘉手納基地由来の大気汚染物質調査結果の概要
北海道大学工学院　大気環境保全工学研究室

1.　調査目的
　嘉手納町においては、嘉手納飛行場内の航空機
から排出された大気汚染物質が原因と推測される
悪臭苦情が多発している。本調査では、複数の大
気汚染指標の長期連続測定結果に基づいて、悪臭
汚染源位置の推定を試みた。
2.　調査方法
　沖縄県嘉手納町米軍基地に隣接するニライ消防
署屋上において、粒子個数、黒色粒子量（吸収係数）、
臭気レベル（相対値）、オゾン濃度等の連続測定を
行なった。また、風向・風速の気象データは、消
防署屋上での計測値の提供を受けた。測定期間は
2015 年 9 月 16 日から 2017 年 3 月 1 日までの
約 18 ヶ月である。
3.　結果と考察
　測定地点近傍の海軍駐機場が測定期間中（2017
年 1 月）に滑走路南東側に移転した。図 1 は臭気
レベルついて、移転前後の計測値の分布を箱ひげ
図を用いて各風向別に比較した結果である。
　北東から東南東の風向において、移転前に観測
されていた高レベルの測定頻度が、移転後は明ら
かに減少している。ニライ消防署屋上で計測され
ていた悪臭物質の発生源は、海軍駐機場東側にあっ
たと推測される。また、北西～北の風向と比較して、
南東～西北西の風向では移転前後を通じて中央値
が高くなっている。強風時に高レベルの値が得ら
れる傾向があり、ニライ消防署から南東～西北西
の方向において、消防署から離れた地点に悪臭発
生源があると推測された。
　図 2 は、海軍駐機場の移転前も含め、測定結果
から推測された悪臭の発生地点を地図上に示した

図 1　海軍駐機場移転前後の臭気レベル測定値分布の風向別比較

図 2　悪臭発生源の推定位置（Google Map に加筆）

嘉手納町にお住まいの方へ住宅防音工事等に関するお知らせ
沖縄防衛局では、次の条件を満たす住宅に対して住宅
防音工事の助成を行っています。

【住宅防音工事】
対　象：平成２０年３月１０日までに建設された住宅
補助率：１００％

【防音建具：機能復旧工事】
対　象：住宅防音工事の完了から１０年が経過した住

宅で、その機能の全部または一部を保持し
ていないアルミサッシ（防音建具）の取替

補助率：１００％
【空気調和機器：機能復旧工事】
対　象：住宅防音工事の完了から１０年が経過した住

宅で、その機能の全部または一部を保持して
いないエアコン等（空気調和機器）の取替

補助率：９０％
※生活保護法に規定する被保護者等について
は補助率１００％

沖縄防衛局　企画部　住宅防音課
郵 便 番 号：〒 904-0295
住 　 所：中頭郡嘉手納町字嘉手納 290-9
電 話 番 号：098-921-8150( 直通 )

　工事をご希望される方は、沖縄防衛局ホームページ
または町役場に備え置いております「住宅防音工事希
望届」を記入のうえ、沖縄防衛局へ提出して下さい。
　また、沖縄防衛局においては、住宅防音工事を行っ
た住宅にお住まいの方のうち、生活保護法に規定する
被保護者等に対し、エアコン等の電気代の補助（年間
最大で２０,６５２円）を行っています。

　詳しくは沖縄防衛局までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

結果である。黄色の枠で示した範囲に悪臭発生地
点があると推測される。
　なお、黒色粒子量（吸収係数）についても同様
な傾向が得られており、悪臭物質は航空機エンジ
ンから発生していると考えられる。
　本調査では、測定地点が 1 箇所であったため、
海軍駐機場以外の悪臭発生源位置については、大
まかな範囲の推定に留まった。住宅地に近い空軍
大型機駐機場内にも悪臭発生源があると推定され、
発生源位置（駐機位置）の特定が急務である。
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　嘉手納町財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、平成 28 年度下半期の財政事情がこ
の程公表されましたので、その概要を次のとおりお知らせいたします。
「財務公表」は、本町の財政がどのように運営されているかを町民の皆様に知っていただくために
半年に一回行っております。財政事情の内容について詳しくお知りになりたい方は、嘉手納町役場
　企画財政課（TEL956-1111　内線 235）までお問い合わせください。

平成 28 年度下半期（平成 29 年 3 月末現在）の財政状況

特 別 会 計

地方債の現在高

予算現額

収入済額

執 行 率

予算現額

収入済額

執 行 率

予算現額

収入済額

執 行 率

予算現額

収入済額

執 行 率

2,613,057 千円

2,390,533 千円

91.5%

249,356 千円

246,157 千円

98.7%

458,940 千円

454,550 千円

99.0%

346,608 千円

323,109 千円

93.2%

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者

水
道
事
業

下
水
道
事
業

歳入
予算現額

支出済額

執 行 率

予算現額

支出済額

執 行 率

予算現額

支出済額

執 行 率

予算現額

支出済額

執 行 率

2,613,057 千円

2,243,418 千円

85.9%

249,356 千円

222,771 千円

89.3%

479,106 千円

458,555 千円

95.7%

346,608 千円

294,294 千円

84.9%

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者

水
道
事
業

下
水
道
事
業

歳出

地方債の現残高　（単位：円）

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

一　般　会　計

下水道事業会計

上水道事業会計

2,502,064,602 円

691,844,363 円

10,692,379 円

一般会計予算

町有財産の現在高
（一般会計分）

（平成 29年 3月末現在）

④　基　金
　10,048,327 千円

①　土　地
　2,027,245.00 ㎡

②　建　物
　117,915.46 ㎡

③　車　両
　44 台

内　訳
　財政調整基金
　　 　6,049,124 千円
　減債基金
　　　 763,901 千円
　地域振興基金
　　　 355,103 千円
　公共施設等整備基金
　　 　1,666,934 千円
　農林同窓会人材育成基金
　　　 50,000 千円
　土地開発基金
　　　 679,176 千円
　地域福祉基金
　　　 185,829 千円
　人材育成基金
　　　 200,000 千円
　特定防衛施設周辺整備
　調整交付金事業基金
　　　 98,260 千円

⑤　債　権
　27,957 千円

⑥　出資による権利
　113,098 千円

⑦　有価証券
　33,984 千円

※「構成比」について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも
　100% にはなりません
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一般会計予算

町有財産の現在高
（一般会計分）

（平成 29年 3月末現在）

④　基　金
　10,048,327 千円

①　土　地
　2,027,245.00 ㎡

②　建　物
　117,915.46 ㎡

③　車　両
　44 台

内　訳
　財政調整基金
　　 　6,049,124 千円
　減債基金
　　　 763,901 千円
　地域振興基金
　　　 355,103 千円
　公共施設等整備基金
　　 　1,666,934 千円
　農林同窓会人材育成基金
　　　 50,000 千円
　土地開発基金
　　　 679,176 千円
　地域福祉基金
　　　 185,829 千円
　人材育成基金
　　　 200,000 千円
　特定防衛施設周辺整備
　調整交付金事業基金
　　　 98,260 千円

⑤　債　権
　27,957 千円

⑥　出資による権利
　113,098 千円

⑦　有価証券
　33,984 千円

※「構成比」について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも
　100% にはなりません
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年　金
だより
年　金
だより

ねんきん

ワンポイント
ねんきん

ワンポイント

保険料を納めるのが困難なとき
申請日より、原則2年1か月までさかのぼって申請できます。

所得の少ない人は
保険料免除制度の手続きを!

50歳未満の人は
納付猶予制度の手続きを!

学生の人は
学生納付特例制度の手続きを!

所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」
「半額納付」、「4分の3納付」があります。
　所得が少なく、保険料の納付が困難な人は、市
区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の
保険料の全額または一部の納付が免除されます。
保険料免除の判定基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの申請
する年度の前年所得により審査されます。

50歳未満の人に限り利用できる制度です。
※平成28年6月以前の月については「30歳
未満の人」が対象でした。
　就職が困難などにより、所得が少なく
保険料の納付が困難な人は、市区町村の
国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、その
期間の保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の判定基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの申請
する年度の前年所得により審査されます。

在学期間中の保険料を社会人になって
から納めることができる制度です。

　学生本人の申請する年度の前年所得
が118万円以下であれば、市区町村の
国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、そ
の期間の保険料の納付が猶予されます。
※各種学校の学生は、修業年限が1年
以上の課程に在籍していれば対象と
なります。

申請手続きは毎年必要です！
　今年度、「学生納付特例」の承認を受けた人
で、翌年度も同じ学校に在学される人には、「国
民年金保険料学生納付特例申請書（ハガキ）」
が送付されます。必要事項を記入し、返送する
ことで学生納付特例の申請手続きができます。
（注）学校等を変更した人は、市区町村の国民年
金担当窓口等で申請手続きしてください。

継続申請もできます
申請時のご希望により申請が承認された場合、翌年度以降も継続して免除の審査ができます。
（注）失業などを理由として承認された人や4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認さ
れた人は、毎年申請が必要です。

こ こ が 違 う ！ 免除・納付猶予・学生納付特例と未納

全 額 免 除

納 付 猶 予

学生納付特例

未　　納

4分の1納付
（4分の3免除）
半 額 納 付
（ 半 額 免 除 ）
4分の3納付
（4分の1免除）

老齢基礎年金を受けるための
資格期間には

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入りません

障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けるときは

受け取る老齢基礎年金は

年金変更に
反映されません

平成21年3月以前の免除期間 平成21年4月以降の免除期間

保険料の4分の1を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

年金額に3分の1が
反映されます

年金額に2分の1が
反映されます

年金額に2分の1が
反映されます

年金額に8分の5が
反映されます

年金額に3分の2が
反映されます

年金額に4分の3が
反映されます

年金額に6分の5が
反映されます

年金額に8分の7が
反映されます

保険料 の 半 額 を 納 め る と
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す
保険料の4分の3を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

10円以内なら
納めることができます保険料の4分の1を納めると

受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

（3年度目以降は当時の
保険料に法律で定めら
れた加算額がつきます）

保 険 料 の 半 額 を 納 め る と
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す
保険料の4分の3を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

年金を受けられない
場合もあります

2年を過ぎると
納めることができません※

後から保険料を納めることは

※平成27年10月から平成30年9月までの間、特例措置として過去5年分までの未納保険料を納めることができます（後納制度）。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

町民保険課　住基年金係　℡956-1111（内線 141・147・148）

嘉手納町役場　町民保険課　国民健康保険係　TEL：098-956-1111（内線 162・163）

6 vol.149vol.149
平成29年度の国民健康保険税の保険税軽減範囲が変わります

◎ 保険税軽減対象世帯の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯主と被保険者の前年所得が一定以下の世帯に対して、均等割額（加入者１人につき課税）と平等割
額（１世帯につき課税）が７割・５割・２割の割合で軽減されます。このうちの５割軽減と２割軽減の対象世帯が次のとおり拡大されます。

平成２８年度（改正前）
７割 軽減判定基準額
５割 軽減判定基準額
２割 軽減判定基準額

平成２９年度（改正後）
３３万円以下

３３万円＋２６．５万円×（＊被保険者数）

３３万円＋４８万円×（＊被保険者数）

３３万円以下（変更なし）

３３万円＋２７．０万円×（＊被保険者数）

３３万円＋４９万円×（＊被保険者数）
＊被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。

今月の夜間・休日窓口のお知らせ  8日(木) 午後８時まで 25日(日)午後１時から午後５時

項目 公開 一部公開 非公開 請求拒否

一部公開

0 0 3 0合　計

法令秘情報
個人情報
法人情報

行政執行情報
文書不存在

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
3

―
―
―
―
―

非公開 請求拒否 合　　計

取下げ 却下 検討中 取下げ
公 開
請 求

不　服
申立て

件数

項目

件数

年度 公 開
請 求

不　服
申立て

非公開

公　　　開　　　請　　　求　　　件　　　数

比　謝　川　行　政　事　務　組　合
消　　防　　本　　部事務局 合　　計

3
0
3
0
0
0
0
0

総務課 予防課 警防課
3

3

指令課 嘉手納署 北谷署 読谷署 美化センター

4月

0

実施機関

公開請求件数
項　目

5月

0

6月

1

1

7月

0

8月

0

9月

0

10月

0

11月

1

1

12月

0

1月

1

1

2月

0

3月

0

合　計

3

3

部分公開

3

計
0
3
0
0
0
3

公開 部分公開

33 0 0 0 0

未公開 公文書
不存在

平成
28年度

0000130026

000000000000000066

取
下
げ

不
服
申
立
て

取
下
げ

不
中
止

中
止

中
止
請
求

不
削
除

削
除

削
除
請
求

不
訂
正

訂
正

訂
正
請
求

検
討
中

請
求
拒
否

不
開
示

一
部
開
示

開
示

開
示
請
求

法 令 秘 情 報
個 人 情 報
法 人 情 報
行政執行情報
文 書 不 存 在
合 計

区 分

事 務 局
消 防 本 部
美化センター
合 計

公 開
部 分 公 開
非 公 開
検 討 中
取 り 下 げ
却 下
文書不存在

内
　
　
　
　訳

平成28度　情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況について平成28度　情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況について
情報公開条例第28条及び個人情報保護条例第44条の規定に基づき平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の情
報公開及び個人情報保護制度の運用状況について公表します。

１．嘉手納町情報公開条例の運用状況について
　①公文書公開請求等及び決定等の状況

　　※公開請求１件につき、複数の決定がなされる場合があるため、公開請求の数と処理状況の数が異なる場合があります。
　②公開請求に対する一部公開、非公開、公文書不存在による請求拒否の理由内訳

２．嘉手納町個人情報保護条例の運用状況について
　①個人情報開示請求等及び決定等の状況

　　※開示請求１件につき、複数の決定がなされる場合があるため、開示請求の数と処理状況の数が異なる場合があります。

平成28度　情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況について平成28度　情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況について
１　比謝川行政事務組合情報公開条例の運用状況について
　　情報公開条例第23条及び同条例施行規則第12条の規定に基づき、平成27年度の条例の運用状況を次のとおり公表します。
　　⑴　この運用状況は、平成28年（2016年）4月1日から平成29年（2017年）3月31日までの分です。
　　⑵　月平均の請求件数は、0.25件です。
　①情報公開請求の処理状況内訳（件数）　　　　　　　　　　　　　　　　 ②非公開及び部分公開の理由内訳（件数）

　③情報公開請求の月毎分の処理状況

　④情報公開請求の実施機関別処理状況（件数）

　⑤　不服申立て処理状況（情報公開制度）
　　平成28年度においては情報公開決定に対する不服申立ては、１件もありませんでした。
２　比謝川行政事務組合個人情報保護条例の運用状況について
　　個人情報保護条例第43条及び同条例施行規則第26条の規定に基づき次のとおり公表します。
　　（1）この運用状況は、平成28年（2016年）4月1日から平成29年（2017年）3月31日までの分です。
　　　①　個人情報の開示請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5件）
　　　②　自己情報の訂正・削除及び目的外利用等の請求状況・・・・・・・（0件）
　　　③　不服申立ての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（0件）
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年　金
だより
年　金
だより

ねんきん

ワンポイント
ねんきん

ワンポイント

保険料を納めるのが困難なとき
申請日より、原則2年1か月までさかのぼって申請できます。

所得の少ない人は
保険料免除制度の手続きを!

50歳未満の人は
納付猶予制度の手続きを!

学生の人は
学生納付特例制度の手続きを!

所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」
「半額納付」、「4分の3納付」があります。
　所得が少なく、保険料の納付が困難な人は、市
区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の
保険料の全額または一部の納付が免除されます。
保険料免除の判定基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの申請
する年度の前年所得により審査されます。

50歳未満の人に限り利用できる制度です。
※平成28年6月以前の月については「30歳
未満の人」が対象でした。
　就職が困難などにより、所得が少なく
保険料の納付が困難な人は、市区町村の
国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、その
期間の保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の判定基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの申請
する年度の前年所得により審査されます。

在学期間中の保険料を社会人になって
から納めることができる制度です。

　学生本人の申請する年度の前年所得
が118万円以下であれば、市区町村の
国民年金担当窓口や年金事務所に申請
し、日本年金機構で承認を受けると、そ
の期間の保険料の納付が猶予されます。
※各種学校の学生は、修業年限が1年
以上の課程に在籍していれば対象と
なります。

申請手続きは毎年必要です！
　今年度、「学生納付特例」の承認を受けた人
で、翌年度も同じ学校に在学される人には、「国
民年金保険料学生納付特例申請書（ハガキ）」
が送付されます。必要事項を記入し、返送する
ことで学生納付特例の申請手続きができます。
（注）学校等を変更した人は、市区町村の国民年
金担当窓口等で申請手続きしてください。

継続申請もできます
申請時のご希望により申請が承認された場合、翌年度以降も継続して免除の審査ができます。
（注）失業などを理由として承認された人や4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認さ
れた人は、毎年申請が必要です。

こ こ が 違 う ！ 免除・納付猶予・学生納付特例と未納

全 額 免 除

納 付 猶 予

学生納付特例

未　　納

4分の1納付
（4分の3免除）
半 額 納 付
（ 半 額 免 除 ）
4分の3納付
（4分の1免除）

老齢基礎年金を受けるための
資格期間には

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入りません

障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けるときは

受け取る老齢基礎年金は

年金変更に
反映されません

平成21年3月以前の免除期間 平成21年4月以降の免除期間

保険料の4分の1を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

年金額に3分の1が
反映されます

年金額に2分の1が
反映されます

年金額に2分の1が
反映されます

年金額に8分の5が
反映されます

年金額に3分の2が
反映されます

年金額に4分の3が
反映されます

年金額に6分の5が
反映されます

年金額に8分の7が
反映されます

保険料 の 半 額 を 納 め る と
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す
保険料の4分の3を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

10円以内なら
納めることができます保険料の4分の1を納めると

受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

（3年度目以降は当時の
保険料に法律で定めら
れた加算額がつきます）

保 険 料 の 半 額 を 納 め る と
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す
保険料の4分の3を納めると
受 給 資 格 期 間 に 入 り ま す

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

年金を受けられない
場合もあります

2年を過ぎると
納めることができません※

後から保険料を納めることは

※平成27年10月から平成30年9月までの間、特例措置として過去5年分までの未納保険料を納めることができます（後納制度）。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

町民保険課　住基年金係　℡956-1111（内線 141・147・148）

嘉手納町役場　町民保険課　国民健康保険係　TEL：098-956-1111（内線 162・163）

6 vol.149vol.149
平成29年度の国民健康保険税の保険税軽減範囲が変わります

◎ 保険税軽減対象世帯の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯主と被保険者の前年所得が一定以下の世帯に対して、均等割額（加入者１人につき課税）と平等割
額（１世帯につき課税）が７割・５割・２割の割合で軽減されます。このうちの５割軽減と２割軽減の対象世帯が次のとおり拡大されます。

平成２８年度（改正前）
７割 軽減判定基準額
５割 軽減判定基準額
２割 軽減判定基準額

平成２９年度（改正後）
３３万円以下

３３万円＋２６．５万円×（＊被保険者数）

３３万円＋４８万円×（＊被保険者数）

３３万円以下（変更なし）

３３万円＋２７．０万円×（＊被保険者数）

３３万円＋４９万円×（＊被保険者数）
＊被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。

今月の夜間・休日窓口のお知らせ  8日(木) 午後８時まで 25日(日)午後１時から午後５時
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平成２９年度 「臨時福祉給付金（経済対策分）」 申請受付のお知らせ
受付期間：平成 29 年 4 月 28 日（金）～ 8 月 31 日（木）
場　　所：嘉手納町役場 1 階 エントランスホール
対 象 者：平成 28 年度臨時福祉給付金（3 千円）の支給対象者である方
　　　　　平成 28 年度分の住民税が課税されていない方
　　　　　平成 28 年 1 月 1 日時点で住民票が嘉手納町にある方
　　　　　※課税者の扶養に入っている場合、生活保護を受給している場合などは対象外です。
支 給 額：1 万 5 千円（1 回限りの支給となります。）
必要書類：申請書／申請者全員分の本人確認書類／印鑑／
　　　　　受取口座の通帳またはキャッシュカード
　　　　　※代理申請の場合は、その方の本人確認書類・印鑑も必要となります。
　　　　　※町外の方に扶養されている場合は、その町外扶養者が非課税である証明書が別途

必要になります。課税となっている場合は給付対象外となります。
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
ＴＥＬ９５６－１１１１（内線 127,128）
※対象者の確認については、電話ではお答えすることができません。
※申請書の送付は支給することを保証するものではありません。

６月４日～６月１０日は、『歯と口の健康週間』です！

「おいしい」と「元気」を支える 丈夫な「おいしい」と「元気」を支える 丈夫な
　私たちの永久歯の数は、親知らずを除く 28 本です。歯が抜ける原因の 7 割以
上が、「むし歯」と「歯周病」によるものです。これらをきちんと予防することで、
歯が抜けるリスクを減らすことができます。
　また、歯周病になると、炎症性物質が体に入り込むことで、動脈硬化や糖尿病
といった病気をまねくこともあります。
　この機会に、歯と口の健康について、見直してみませんか？
＜セルフケアのポイント＞
○ 自分の口に合った歯ブラシやフロス、歯間ブラシなど補助清掃具を使用し、

歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目までしっかり磨く。
○ むし歯の原因となる甘味食品を控え、栄養バランスのとれた食事を良く噛ん

で食べる。
○ ストレスをため込まず、顔面、口腔をよく動かし、摂食・嚥下のための口腔

機能を良好に保つ。
○ 定期的に歯科健診を受ける。

《健康相談日のご案内》　場所：嘉手納町役場　保健師室
＊すこやか相談（母子保健に関する相談）
　子ども家庭課　母子保健係担当
　日　時：毎週火曜日　午前 9 時～午前 11 時 30 分
 ( 祝日、年末年始を除く )
＊健康相談（成人保健に関する相談）：町民保険課　健康予防係担当
　日　時：毎週木曜日　午前 9 時～午前 11 時 30 分
 ( 祝日、年末年始を除く )

歯歯

嘉手納町では、16歳以上の
方を対象に、歯周疾患検診
を1回 無料 で実施中!!
☎ 町民保険課956-1111

（内線139）

（内線159）
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平成２９年度 「臨時福祉給付金（経済対策分）」 申請受付のお知らせ
受付期間：平成 29 年 4 月 28 日（金）～ 8 月 31 日（木）
場　　所：嘉手納町役場 1 階 エントランスホール
対 象 者：平成 28 年度臨時福祉給付金（3 千円）の支給対象者である方
　　　　　平成 28 年度分の住民税が課税されていない方
　　　　　平成 28 年 1 月 1 日時点で住民票が嘉手納町にある方
　　　　　※課税者の扶養に入っている場合、生活保護を受給している場合などは対象外です。
支 給 額：1 万 5 千円（1 回限りの支給となります。）
必要書類：申請書／申請者全員分の本人確認書類／印鑑／
　　　　　受取口座の通帳またはキャッシュカード
　　　　　※代理申請の場合は、その方の本人確認書類・印鑑も必要となります。
　　　　　※町外の方に扶養されている場合は、その町外扶養者が非課税である証明書が別途

必要になります。課税となっている場合は給付対象外となります。
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
ＴＥＬ９５６－１１１１（内線 127,128）
※対象者の確認については、電話ではお答えすることができません。
※申請書の送付は支給することを保証するものではありません。
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毎年６月２３日～６月２９日は男女共同参画週間です。

「障害者総合支援法」の対象となる疾病が358に拡大となりました

遺伝子組換えパパイヤの個別検査を実施します!!遺伝子組換えパパイヤの個別検査を実施します!!

　男女共同参画とは、男女が性別による社会的役割に縛られることなく、対等な構成員として
社会参加することです。
　【男だから】【女だから】という固定観念にとらわれることなく、それぞれの違いや特性を認め
て尊重しあう男女共同参画について、この機会に考えてみましょう。
　町では、男女共同参画に関するパネル展を開催します。多くの町民の皆様のご来場をお待ち
しております。

　平成29年4月１日から「障害福祉サービス等※１」の対象となる疾病に新たに“26疾病”が
追加され、358項目へと拡大されました。

（対象の疾病については福祉課までお問い合わせください。）
対象となる方は、障害者手帳※２をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

　沖縄県内において、国内での栽培
や流通が許可されていない未承認
遺伝子組換えパパイヤ「台農５号」が
生育している可能性があります。庭
先や道端で未承認遺伝子パパイヤ
と疑われる株があった場合は、嘉手
納町までご連絡ください。

日　時：平成２９年６月２３日（金）～６月２９日（木）
場　所：町役場 １階 エントランスホール

担当：企画財政課企画推進係

嘉手納町役場　福祉課  障害福祉係  098-956-1111  内線 189

嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係　TEL ９５６－１１１１（内線３２２）

遺伝子組換えパパイヤ「台農５号」
葉柄が紫色もしくは赤色

※葉柄・・・葉と茎をつなぐ細い棒のよう
　　　　  な部分
受付期限 ： 平成30年2月2日（金）まで 
検査費用 ： 無料（国負担） 
実施方法 ： 検査を希望する方に詳細を
　　　　　 説明いたします。

平成2９年４月１日から

※１　障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
　　  （障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む）
※２　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

嘉手納町給水装置工事事業者に、
下記の事業者が追加されましたのでお知らせいたします。

会社名：株式会社丸喜設備
所在地：沖縄県沖縄市胡屋七丁目２番３号グリーンヒルマンション３０８
　　　　ＴＥＬ：０９８－９３０－１７００

再開発駐車場の夜間利用がお得になります!再開発駐車場の夜間利用がお得になります!
　7月1日より再開発駐車場の夜間利用料金が改定されます。併せて夜間定期券の販売を開始します。
　再開発駐車場： ①ロータリー第１駐車場 ②ロータリー第２駐車場 ③新町第２駐車場
◎夜間料金改定
　午後7時から翌日午前9時までの継続駐車の最大料金が500円になります。
◎夜間定期券販売

都市建設課施設管理係（連絡先：098-956-1111 内線 333・335）

平成29年6月12日（月）～平成29年6月30日（金）
※土、日曜日及び慰霊の日を除く（受付：午前8：30～11：30、午後1：00～4：30）
9,000円（申込時に納付）
平成29年7月1日（土）～平成29年9月28日（木）まで
午後7時～翌日午前9時まで利用可能
・ロータリー第１及び第２駐車場の利用希望者：10枚
・新町第２駐車場の利用希望者：10枚
※夜間定期券の販売については先着順となります。
　上記の所定枚数に達し次第、販売終了となります。

購 入 申 込 期 間
販 売 額
利用期間及び時間帯

販 売 枚 数

※上記以外に諸条件がありますので、購入希望者は問い合わせください。

「第16回 子育てサポーター養成研修会」 受講者大募集！！「第16回 子育てサポーター養成研修会」 受講者大募集！！

　ファミリーサポートセンターは『子育ての援助をしてほしい方』と『援助を行いたい方』が会員となって行う
地域の相互援助活動で、有償ボランティアです。
　子供が大好きで心身ともに健康な方なら資格は問いません。皆様からのお申し込みをお待ちしております。

日　　時：平成29年7月25日（火）、26日（水）、27日（木）、8月1日（火）、2日（水）の5日間
　　　　 午前9：00～午後4：30 （昼食休み有）※内容によって時間変動あり
　　　 　（全日程受けられなくても、補講で補える事が出来ます！）
場　　所：嘉手納町役場（2階 中会議室）
内　　容：保育の心、子どもの世話と遊び、子どもの栄養と食生活、病気の対応など
申込期間：随時募集しております。定員に達し次第締切します。
受 講 料：無料　　　定員：30名　　　託児室：あり（予約制）

北谷・嘉手納・北中城ファミリーサポートセンター（ファミサポネットゆくる） ☎098-989-9763 

地域で子育てのお手伝いをしませんか？

水道週間　６月１日(木)～７日(水)
「あたりまえ  そんなみずこそ  たからもの」
水道週間　６月１日(木)～７日(水)

「あたりまえ  そんなみずこそ  たからもの」

貯水槽(水タンク)の管理について貯水槽(水タンク)の管理について

　水道利用者の理解と関心を深めるため 「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」を標語に第５９
回水道週間が実施されます。
　水道は、健康で文化的な生活を営む上で最も重要な限りある資源です。また、様々な社会経済活動
にとっても不可欠なものになっています。町民一人ひとりの節水により「貴重な水を大切に！」使いま
しょう。

嘉手納町上下水道課では、毎日水質検査を行い安心・安全な水道水をお届けし
ていますが、ご家庭の貯水槽(水タンク)が汚れていては、水道水の安全性を保つ
ことができません。貯水槽(水タンク)の管理は設置者の責任です。適正な管理を
お願いします。(少なくとも年に一度は、清掃をしましょう。)

上下水道課　ＴＥＬ　９５６－４４３９
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毎年６月２３日～６月２９日は男女共同参画週間です。

「障害者総合支援法」の対象となる疾病が358に拡大となりました

遺伝子組換えパパイヤの個別検査を実施します!!遺伝子組換えパパイヤの個別検査を実施します!!

　男女共同参画とは、男女が性別による社会的役割に縛られることなく、対等な構成員として
社会参加することです。
　【男だから】【女だから】という固定観念にとらわれることなく、それぞれの違いや特性を認め
て尊重しあう男女共同参画について、この機会に考えてみましょう。
　町では、男女共同参画に関するパネル展を開催します。多くの町民の皆様のご来場をお待ち
しております。

　平成29年4月１日から「障害福祉サービス等※１」の対象となる疾病に新たに“26疾病”が
追加され、358項目へと拡大されました。

（対象の疾病については福祉課までお問い合わせください。）
対象となる方は、障害者手帳※２をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

　沖縄県内において、国内での栽培
や流通が許可されていない未承認
遺伝子組換えパパイヤ「台農５号」が
生育している可能性があります。庭
先や道端で未承認遺伝子パパイヤ
と疑われる株があった場合は、嘉手
納町までご連絡ください。

日　時：平成２９年６月２３日（金）～６月２９日（木）
場　所：町役場 １階 エントランスホール

担当：企画財政課企画推進係

嘉手納町役場　福祉課  障害福祉係  098-956-1111  内線 189

嘉手納町役場 産業環境課 農林水産係　TEL ９５６－１１１１（内線３２２）

遺伝子組換えパパイヤ「台農５号」
葉柄が紫色もしくは赤色

※葉柄・・・葉と茎をつなぐ細い棒のよう
　　　　  な部分
受付期限 ： 平成30年2月2日（金）まで 
検査費用 ： 無料（国負担） 
実施方法 ： 検査を希望する方に詳細を
　　　　　 説明いたします。

平成2９年４月１日から

※１　障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
　　  （障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む）
※２　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

嘉手納町給水装置工事事業者に、
下記の事業者が追加されましたのでお知らせいたします。

会社名：株式会社丸喜設備
所在地：沖縄県沖縄市胡屋七丁目２番３号グリーンヒルマンション３０８
　　　　ＴＥＬ：０９８－９３０－１７００
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四
月

五
月

　
十
一
日 

野
國
總
管
商
品
券
販
売
セ
レ
モ
ニ
ー

 

嘉
手
納
外
語
塾
　
入
学
式

　
十
三
日 

管
理
職
会
議

　
十
四
日 

交
通
安
全
運
動
　
早
朝
巡
視

　
十
七
日 

庁
議

 

三
連
協
　
総
会

　
十
八
日 

H
29
年
度
沖
縄
国
道
協
会
理
事
会

　
十
九
日 

寄
付
金
贈
呈
式（
ハ
ワ
イ
沖
縄
プ
ラ
ザ
建
設
）

二
十
一
日 

第
９
回
沖
縄
国
際
映
画
祭
　
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

 

西
浜
区
総
会

二
十
三
日 

琉
球
ド
ラ
ゴ
ン
プ
ロ
レ
ス
　
旗
揚
げ

４
周
年
記
念
大
会

二
十
四
日 

管
理
職
会
議

二
十
五
日 

嘉
手
納
町
こ
い
の
ぼ
り
掲
揚
式

 

中
部
市
町
村
会
　
正
副
会
長
会

 

野
國
總
管
ま
つ
り
実
行
委
員
会
　
総
会

二
十
六
日 

臨
時
議
会

 

久
遠
堂
清
明
祭

 

中
部
保
護
区
保
護
司
会
　
総
会

 

交
通
安
全
母
の
会
　
総
会

二
十
七
日 

県
税
職
員
併
任
辞
令
交
付
式

 

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
　
感
謝
状
贈
呈
式

 

中
部
市
町
村
会
　
４
月
定
例
会

 

国
保
運
営
協
議
会
　
辞
令
交
付

二
十
八
日 

県
民
の
警
察
官
表
彰
式

 

H
29
年
度
沖
縄
振
興
拡
大
会
議

　
三
十
日 

第
23
回
　
鯉
の
ぼ
り
フ
ェ
ス
タ

　
一
日 

庁
議

　
八
日 

管
理
職
会
議

　
九
日 

自
衛
官
募
集
相
談
員
委
嘱
状
交
付
式

 

自
治
会
長
会

 

嘉
手
納
町
人
材
育
成
会
評
議
員
会
辞
令
交
付

　
十
日 

青
少
年
健
全
育
成
農
業
体
験

 

嘉
手
納
町
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
　
懇
親
会

平成２９年度 嘉手納町中央公民館講座

消防設備士試験
★ 試　験　日 ：平成２９年７月９日（日）
★ 試 験 の 種 類 ：甲種（特類、第１類～第５類）／乙種（第１類～第７類）
★ 試 験 会 場 ：琉球大学
★ 願書受付期間：平成２９年６月２日（金）～ ６月９日（金）
★ 願 書 配 布 先 ：各消防本部予防課、沖縄県宮古事務所総務課、沖縄県
                         八重山事務所総務課、消防試験研究センター沖縄県支部
※ 電子申請できます。ホームページをご覧下さい！！
ホームページ：http://www.shoubo-shiken.or.jp

【 願書提出先・お問合せ先 】 
（一財）消防試験研究センター沖縄県支部
〒900-0029　那覇市旭町１１６－３７ 自治会館６階　TEL　０９８－９４１－５２０１
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總
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縄
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付
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成
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付
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各講座定員10名
○パソコン入門講座　（教材費：1,080 円）

平成 29 年 7 月 10 日 ( 月 ) ～ 21 日 ( 金 ) までの月・水・
金 19：30 ～ 21：30

（2 時間 ×6 回）
　入門編では家庭でお使いのタブレット、ノートパソコン

の使い方も教えますので持参可能です。
※都合により日程や講習内容、教材費が変更になる事があ

ります。その際はご容赦下さい。 
申込・お問合せ　嘉手納町マルチメディアセンター電話
956-1140

嘉手納町マルチメディアセンター７月の講座
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各講座定員10名
○パソコン入門講座　（教材費：1,080 円）

平成 29 年 7 月 10 日 ( 月 ) ～ 21 日 ( 金 ) までの月・水・
金 19：30 ～ 21：30

（2 時間 ×6 回）
　入門編では家庭でお使いのタブレット、ノートパソコン

の使い方も教えますので持参可能です。
※都合により日程や講習内容、教材費が変更になる事があ

ります。その際はご容赦下さい。 
申込・お問合せ　嘉手納町マルチメディアセンター電話
956-1140

嘉手納町マルチメディアセンター７月の講座
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